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加入協会／ 一般社団法人投資信託協会、 
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2023年 3月 

お客さま各位 

アセットマネジメント One株式会社 

 

「たわらノーロード」シリーズ 

一部ファンドの信託報酬率変更（引き下げ）に関するお知らせ 

 
 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、ご愛顧いいただいております「たわらノーロード」シリーズの一部ファンド（以下、「対象ファンド」といいま

す。）について、下記の通り投資信託約款の変更を行い、信託報酬率の変更（引き下げ）を行いますので、お知

らせ申し上げます。 

本件に際して、対象ファンドの運用の基本方針、運用体制等につきまして一切の変更はなく、受益者のみな

さまへ特段のお手続きを求めるものではございません。 

今後とも弊社投資信託をお引き立ていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

1. 対象ファンドおよび変更内容 

 

2. 変更適用日 

2023年 4月 7日 

以上 

 
 本件に関してご不明な点は、下記までお問い合わせください。 

アセットマネジメント One株式会社 コールセンター 0120-104-694 
受付時間：営業日の午前 9 時～午後 5 時 

※お客さまの残高などお取引に関するお問い合せは、お取引いただいている販売会社までお願いいたします。 

販売会社 委託会社 受託会社 販売会社 委託会社 受託会社

たわらノーロード
先進国株式

0.0999%
(0.10989%)

0.0500% 0.0299% 0.0200%
0.0899%

(0.09889%)
0.0500% 0.0259% 0.0140%

たわらノーロード
新興国株式

0.3400%
(0.3740%)

0.1600% 0.1600% 0.0200%
0.1690%

(0.1859%)
0.0750% 0.0740% 0.0200%

たわらノーロード
日経２２５

0.1700%
(0.1870%)

0.0750% 0.0750% 0.0200%
0.1300%

(0.1430%)
0.0750% 0.0350% 0.0200%

たわらノーロード　バランス
（８資産均等型）

0.1400%
(0.1540%)

0.0700% 0.0500% 0.0200%
0.1300%

(0.1430%)
0.0700% 0.0400% 0.0200%

名称

運用管理費用（信託報酬、税抜）

変更前 変更後

総額
()内は税込み

総額
()内は税込み



＜投資信託お申込にあたってのご注意＞ 

●投資信託に係るリスクについて 

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります）等に 

投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているもの 

ではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。 

●投資信託に係る費用について 

ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額をご負担いただきます。 

申込時に直接ご負担いただく費用  お申込手数料 
お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大 3.30%

＜消費税込み＞ 

換金時に直接ご負担いただく費用  信託財産留保額 約定日の基準価額に対し最大 1.0% 

投資信託の保有期間中に間接的に

ご負担いただく費用  
信託報酬 

純資産総額に対し最大年率 2.20% 

＜消費税込み＞ 

ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合  

があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。  

・その他費用 ： 上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。 

上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しております。 

投資信託に係る費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書（交付目論見書）」等で 

ご確認ください。 

●投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありま

せん。 

●当行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介(証券口座)で取り扱う投資

信託は投資者保護基金の対象となります。 

●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。  

●投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。 

●投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第３７条の６<書面による解除>）の適用はありません。 

●投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの

内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」等をよくお読みいただき、内容を

ご確認のうえご自身でご判断ください。 

 

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第 3 号  

加入協会：日本証券業協会  一般社団法人金融先物取引業協会 
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